
 

 

 

  

 

 

施設基準等に関して 

当院は、厚生労働省の定める施設基準に適合し、各種届出を行ったうえで診療を実施しております。 

 

一般名処方加算 

当院では薬局において円滑にお薬が受け取れるように一般名処方を行っています。 

一般名処方により、医薬品の供給不足が発生した場合でも必要な医薬品を提供しや

すくなります。 

Ｑ．一般名処方とは・・・     A．お薬の商品名に代えて、有効成分の名前で 

お薬を処方すること 

Ｑ．一般名処方のメリットは・・・ A．ジェネリック医薬品を選択できますので、 

患者様の経済的負担が軽くなります。 

 

当院では患者様の状態に応じて、医師の判断により以下の対応をしております 

・２８日以上の長期の処方を行っております 

・リフィル処方せんに対応しております 

 

Ｑ．リフィル処方とは・・・      

A．病状が安定している患者様に対して、医師と薬剤師との適切な連携の下で、 

一定期間内に最大３回まで処方せんを反復利用できます。（留意点あり） 

 

 電子的診療情報連携体制整備加算 

当院では医療 DX の推進および電子的な診療情報の連携体制を整備し、 

以下に記載する質の高い医療の提供に取り組んでいます。 



 

  

     

当院ではオンライン資格確認等システムを導入しております。 

マイナ保険証の利用促進により、医師が医療 DX を通じ患者様の同意のもと取得した

薬剤や健診、その他必要な診療情報を活用して診療を行っています。 

 

明細書発行体制等加算 

当院では医療の透明化および患者様への情報提供を推進する観点から、領収書発行

時に診療報酬の算定項目が記載された明細書を無料で発行しております。 

 

 

その他ご説明をご希望される方は、医師・薬剤師にお尋ねください。 


